
業務手順書　一覧

市民課 市民係 1 印鑑登録 32-1351 R6.2.29見直し

2 臨時運行許可 32-1351 R6.2.29見直し

3 個人番号カード交付 32-1351 R6.2.29修正

4 電子証明書発行、更新 32-1351 R6.2.29見直し

5 証明書発行受付業務 32-1351 R6.2.29見直し

6 届出の受付 32-1351 R6.2.29見直し

7 旅券事務 32-1351 R6.2.29見直し

出張所 1 所管外の届出等の受付、取次業務 R6.2.29見直し

2 市税金等公金の収納業務 R6.2.29作成

市民生活係 1 市民相談 52-3002 R6.2.29見直し

2 天城霊園墓所管理料徴収 52-3002 R6.2.29見直し

3 消費生活相談 52-3002 R6.2.29修正

4 消費者月間啓発活動 52-3002 R6.2.29見直し

5 人権擁護委員の推薦 52-3002 R6.2.29見直し

6
男女共同参画あすを奏でるハーモニープランの

推進
52-3002 R6.2.29見直し

備考担当TEL

※個別の市民

課一覧参照

課（事務所・局）名 係名 № 業務・事務名

1



③
⑧
㊼

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ①、③、⑧、㊵、㊼

リスク

№

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門

2024/2/29 見直しによる変更

業務・事務の目的

部 市民部

当初作成日 2019/12/20

担当係名 市民係 シート番号 1 業務・事務名

見直し日

印鑑登録

印鑑登録

無

回答書受付又は身分証明書提示
により本人確認後に登録する。
登録証を交付し、手数料を徴収
する。

伊東市手数料徴収
条例

印鑑登録原票
印鑑登録回答書

当該部門

事務手続に
要する期間

伊東市印鑑条例
印鑑登録申請書
委任状（本人以
外）

印鑑登録申請の受付

課等 市民課

変
更
点

【市民】印鑑登録申請

本人確認できない場合又は
代理人申請の場合

本人確認できた場合

照会回答書送付【登録申請者】

補足

登録
回答書提出

申請書審査

申請書審査時に本人確認できない場合又は代理人申請の場合は、郵送による本人確認を行うため、事務手続に要する期間は最短でも３日間程度必要。

本人確認のため、照会回答書を
住所地へ送付する。（本人確認
ができない場合又は代理人申請
の場合）

【申請書審査時に
本人確認できた場
合】
申請の受付
↓
登録

即日

申請者の住所、氏名、生年月
日、申請者の登録の意思を確認
する。

本人確認は官公署
発行の顔写真入り
の身分証明書によ
り確認する。



伊東市　業務手順書

③
⑧

内包するリスク ①、③、⑧

リスク

№

業務・事務の目的

部 担当係名 市民係 シート番号 2 業務・事務名

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

見直しによる変更

当該部門

事務手続に
要する期間

臨時運行許可

臨時運行許可

無

市民部 課等 市民課

備考

変
更
点

【申請者】運行

交付した臨時運行許可証及び標
識を受け取る。

許可証・標識の受取

補足

臨時運行許可台帳

許可証・標識の返却

臨時運行許可証及び標識を交付
し、手数料を徴収する。

伊東市手数料徴収
条例

標識交付、手数料徴収

申請書審査・本人確認

道路運送車両法
自動車臨時運行許
可申請書

申請者の住所、氏名、目的を確
認し、自賠責保険、車検証及び
運転免許証等（いずれも原本）
を確認する。

【市民】臨時運行許可申請 臨時運行許可申請の受付

事務・業務フロー
事務内容又は目的

申請の受付
↓
臨時運行許可証・
標識の交付

即日

関連部門



③
⑧
㊼

【申請者】受取・署名

補足

カード交付

文言の追加及び修正
変
更
点

申請者がＣＳ端末で電子証明書
の暗証番号を入力する。

【申請者】暗証番号の入力 暗証番号入力

個人番号カードを交付し、受領
者から、受取の署名をもらい、
手数料を徴収する。

伊東市手数料徴収
条例

伊東市　業務手順書

申請者からカード交付通知書・
電子証明書発行通知書兼照会書
を受け取り、本人確認を行う。

通知カード
交付通知書・電子
証明書発行通知書
兼照会書

【申請者】市役所来庁 本人確認

【地方公共団体情報システム
機構】カード送付

マイナンバー法

【申請者】電話予約・オンラ
イン予約

カード交付通知書・電子証明書発行
通知書兼照会書送付

カード交付前の設定を行う。
（電子証明の失効、破棄など）

カード交付前処理
【申請者】申請者カード交付
通知書・電子証明書発行通知
書兼照会書の受領

申請者にカード交付通知書・電
子証明書発行通知書兼照会書を
送付する。

申請の受付
↓
個人番号カードの
交付

１～１．５か月間
（土日祝日含む）

カード受取

市民部 課等 市民課 担当係名

内包するリスク ①、③、⑧、㊼

リスク

№

送付
カード及びカード発行一覧表を
確認する。

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

個人番号カード
初回手数料　0円
再発行手数料　800
円

2024/2/29

【申請者】申請

業務・事務の目的

部

個人番号カード交付

個人番号カード交付

有見直しによる変更

マイナンバーカードの申し込み
先は地方公共団体情報システム
機構

業務・事務名

当初作成日 2021/2/1 見直し日

市民係 シート番号 3



変

更

点

③
㊼

電子証明書発行、更新、変更、再設定

電子証明書発行、更新

無

伊東市　業務手順書

部 シート番号 4

当初作成日

関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

業務・事務名

見直し日 2024/2/29 見直しによる変更

業務・事務の目的

2021/2/1

市民部 課等

内包するリスク ①、③、㊼

リスク

№

申請書を受付する。
署名用電子証明書／利
用者証明用電子証明書
新規発行／更新申請書

（変更・再設定の場合）
個人番号カード（電子証明
書）暗証番号変更・再設定
申請書

【市民】電子証明書新規発行申請、
更新（変更、再設定）申請

電子証明書新規発行申請、更新（変
更、再設定）の受付

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

申請書を審査し、本人確認す
る。

電子証明に係る地
方公共団体の認証
業務に関する法
律、同施行令、同
施行規則

申請情報送信

【申請者】暗証番号入力

【申請者】受取
個人番号カードを返却し、電子
証明書の写を渡し、手数料を徴
収する。

伊東市手数料徴収
条例

個人番号カード返却

申請情報を送信した後、プリン
トアウトした「電子証明の写
し」を申請者に確認してもら
う。

電子証明書発行

市民課 担当係名 市民係

初回手数料　0円
再発行手数料　200円

補足

ＣＳ端末で個人番号カードの有
効性を確認し、情報を出力す
る。

ＣＳ端末情報入力

【申請書審査時に
本人確認できた場
合】
申請の受付
↓
電子証明書の発行
↓
個人番号カードの
返却

即日

申請者がＣＳ端末で電子証明書
の暗証番号を入力する。

暗証番号入力作業

ＣＳ端末から出力した住基４情
報を再度確認し、申請者の個人
番号カードに鍵ペア生成装置認
証鍵を設定する。

電子証明用端末入力

「電子証明の写し」の内容が正
しければ、個人番号カードに記
録する。

申請書審査・本人確認



③
⑧
㊼

証明書発行交付業務

【課税課・収納課】 各種証明書印刷

各種証明書を申請者に交付し、
手数料を徴収する。

伊東市手数料徴収
条例

申請書つづり

申請書を受付する。

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、③、⑧、㊼

リスク

№

変

更

点

１か月ごとの各種交付件数、金
額等をまとめる。

各種交付件数一覧
表

１か月ごと統計処理

補足

１日の申請件数と金額を確認
し、現金を指定金融機関等に入
金する。

伊東市会計規則
手数料集計表
収入日計表

収入原簿省略日計処理

１か月ごとに収入調定する。
調定伝票（総務手
数料）

会計管理者に提出
する。

収入調定【会計課】

交付申請書【市民】証明書交付申請 証明書交付申請の受付

申請の受付
↓
証明書の交付

即日

各種証明書を交付し、手数料を徴収
する。

申請書を審査し、本人確認す
る。必要に応じ、他課へ証明書
作成を依頼する。

申請書審査・本人確認

各種証明書を印刷する。

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

業務・事務の目的

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更

部 市民部 課等 市民課 担当係名 市民係 シート番号 5 業務・事務名 証明書発行受付業務

無



無

伊東市　業務手順書

㊺

内包するリスク ①、㊺

リスク

№

補足

変
更
点

記入漏れのチェックと聴取で内
容を確認し、受理する。

児童手当について確認する。

届出に基づき、関係各課へ案内
する。

関係各課への案内

国保、年金、後期高齢者医療保
険の事務について確認する。

入力

住民異動届
戸籍届書

審査・受理

届出事項を住民基本台帳システ
ムに入力する。

届出の受付

住基届出・戸籍届出

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等

所定の用紙に記載されているこ
と。

民法
戸籍法
住民基本台帳法

【届出者】市民等

届出

【保険年金課】

介護保険について確認する。【高齢者福祉課】

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

シート番号 6 業務・事務名

業務・事務の目的

部 市民部 課等 市民課 担当係名 市民係

住民記録の届出の受付

【子育て支援課】

小中学校生の転入、転出及び学
区をまたぐ転居について確認す
る。

【教育指導課】

4



【静岡県】申請書の確認、旅
券作成、送付

【市民】旅券受領 ㊼

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊼

リスク

№

県旅券室指定方法
により送付する。

申請書の送付

申請書受付➔申請書の審査と本
人確認➔一般旅券受領証交付

旅券法
一般旅券発給申請
書

申請の受付、審査、一般旅券受領証
等の交付

申請の受付
↓
翌日、申請書を県
へ送付
↓
県から旅券到着

８日目（開庁日）
から交付可能

旅券業務

変
更
点

【市民】申請、一般旅券受領
証等の受領

補足

静岡県が作成した旅券を受領する。 旅券

一般旅券受領証等の受領及び旅券の
交付

本人確認後、市民に交付する。

旅券の受領

【静岡県】申請書の受領 申請書を静岡県に送付する。

手数料を収入印紙
及び県証紙にて納
付する。

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

2024/2/29 見直しによる変更

業務・事務の目的

当初作成日 2022/2/1 見直し日

部 市民部 シート番号 7課等 市民課 担当係名 市民係 業務・事務名

旅券事務の申請書受付、引渡し

4

4



変
更
点

出張所所管業務以外の市行政手続きに関する問合せや相談に対し、所管課や外部機関の案内、届出等の受付及び取次を行う。

所管外の届出等の受付、取次業務

無

伊東市　業務手順書

㊳

内包するリスク ㊳

リスク

№

担当課のみ受付

来所目的を伺う。

受領・交付

伊東市管轄の場合は、出張所で
対応可能か担当課に電話で確認
する。また、電話対応可能な場
合は、担当者と来所者を電話で
取次ぐ。

依頼・
指示

【担当課】

確認
取次

担当課を案内

出張所間での情報共有

対応した業務又は対応できない
業務は「出張所間連絡票」を作
成し、他の出張所に送付する。
情報を共有することで窓口対応
の向上を目指す。

出張所間連絡票

補足

記録簿・送付簿

【来所者】出張所所管業務外
の相談・提出等

担当課に電話で確認

申請書類等
担当課の依頼・指示により説
明、申請書等の受領、配付物を
交付する。
担当課のみ受付等の場合は、担
当課（担当者名）、必要書類、
対応時間等を案内する。

【来所者】

伊東市役所出張所
処務規則・伊東市
行政組織規則

出張所対応可

説明、申請書等
受領、交付

案内

送付・報告

伊東市管轄外の場合は、情報収
集し適切な窓口の案内に努め
る。

受領した申請書等を記録簿又は
送付簿に記録し、庁内メールで
担当課へ送付する。また、必要
に応じて担当課へ案内した旨を
報告する。

伊東市管轄

担当課に申請書等を送付・報告

内容聴取

関連機関の案内

伊東市
管轄外

関連部門 当該部門

シート番号 1 業務・事務名

業務・事務の目的

部 市民部 課等 市民課 担当係名 出張所

事務・業務フロー
事務内容又は目的

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考



【市民課長】 １か月ごと統計処理

補足

変

更

点

１か月ごとの各種納入件数、金
額等をまとめ市民課長へ報告す
る。

≪課長決裁≫
出納金報告書

【指定金融機関等】 納入金の入金

現金の保管

前開庁日に納入された現金を指
定金融機関等に払い込む。

日計処理

現金を金庫で保管する。

１日の収納を集計し、確認す
る。

伊東市会計規則 収入日計表

③
⑧

市税等を領収する。
納付書の記載内容や納入月
（期）、督促手数料徴収の有無
を確認する。
納付書がないときは再発行を行
う。

地方自治法
伊東市手数料徴収
条例

関連部門 当該部門

市税等の収納

【市税等担当課】

【納税義務者など】

業務・事務の目的 納入者から市税、使用料等を受領し、金融機関へ入金する

部 市民部 課等 市民課 担当係名 出張所

内包するリスク ③、⑧

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2024/2/29 見直し日 見直しによる変更

シート番号 2 業務・事務名 市税等公金の収納業務



伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 市民課 担当係名 市民生活係 シート番号 1 業務・事務名 市民相談

業務・事務の目的 相談者から寄せられた相談をすみやかに解決するため、所管課や外部機関、無料法律相談等の専門相談の利用について案内する。

内包するリスク ㊳、㊴、㊶、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№

相談内容の把握、整理

助言

【相談者】 相談者への助言等

案内
【所管課や外
部機関等】

相談に対応する機関等の案内

分類、統計

関連部門 当該部門

【相談者】

記録の活用

補足

変
更
点

相談・要望・苦情等を窓口等
で受け付ける。

職員が助言等可能なものにつ
いてはすみやかに助言等行
う。

相談の都度、記録を取り決裁
を受ける。また、内容別に分
類して統計し、月報としてま
とめる。

≪課長決裁≫
市民相談記録票
≪部長供覧≫
相談業務月報

相談者来所、電話受付等

相談に至った理由・原因及び
相談者が何を望んでいるかに
ついて整理し、解決手段等を
調査・検討する。

所管課や外部機関等、他の専
門的な対応が必要な場合は当
該機関への相談を案内する。

㊶

相談者の中には再相談をする
方もいるので、その場合は過
去の記録票を活用する。



伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 市民課 担当係名 市民生活係 シート番号 2 業務・事務名 天城霊園墓所管理料徴収

業務・事務の目的 天城霊園の管理・運営のために要する経費の財源として管理料を徴収する。

内包するリスク ①、⑤、⑦、⑨、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

送付

墓所管理料納付書送付

【墓所使用者】 調定伝票起票

納付

管理料納付 調定に反映

減免該当者に
よる減免申請

管理料減免申請書の収受
減免決定・通知書送付

減免決定通知
書の送付

管理料未納者への
文書等による納付催促

未納者への納
付催促

依頼
【伊東市営天城霊園
指定管理者】取消手続

墓所使用許可取消しを依頼

補足 指定管理者：公益財団法人伊東市振興公社

変
更
点

納期限までに管理料を納付し
ない使用者に対し、文書等に
よる納付催促を行う（納期限
後随時）。

≪課長決裁≫
納付催告書

⑨
㊵

管理料総額について調定伝票
を起票する。

伊東市会計規則 調定伝票 収入原簿省略 ⑤

墓所管理料納付書を印刷、通
知書を同封し、送付する。

伊東市営天城霊
園条例

≪課長決裁≫
納付書
通知書

墓所使用者
約2,000人

⑦
㊵

管理料減免該当者からの減免
申請を収受し、要件に該当す
るかを審査、決定する。減免
決定通知書を送付する。

１０日間
伊東市営天城霊
園条例

≪課長決裁≫
減免決定通知書 ㊵

収入伝票及び納入済通知書に
より納付を確認し、霊園管理
システムに消込み入力する。

納入済通知書
（消込済み）

管理料未納により墓所使用許
可取消し要件に該当すること
となった使用者に対し、所定
の手続を行う。

伊東市営天城霊
園条例・伊東市
行政手続条例等

≪部長決裁≫
使用許可の取り
消しについて



伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 有

部 市民部 課等 市民課 担当係名 市民生活係 シート番号 3 業務・事務名 消費生活相談

業務・事務の目的 消費者からの苦情相談を速やかに解決するため、助言、あっせん等を行う。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊶、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№

交渉

【購入先、契約先等】
相談者・事業者と

あっせん交渉

関連部門 当該部門

【消費者】

【消費者】

【関係各課（福祉・
税・保険・社協・地域
包括支援センター
等）】

PIO-NETに相談結果を入力

月締で相談件数、相談概要を報告

補足
伊東市消費生活センター（市役所低層棟2階 市民課市民生活係内）
　開設日時：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前9時～正午、午後1時～午後4時
　専用電話：52-3362

変
更
点

見直し時改良

消費者からの苦情相談を受け
付ける。

民法
消費者基本法
消費者契約法
特商法
宅建業法
貸金業法
割賦販売法
消費者安全法等

相談者の希望に沿って、助言
及び情報提供等を行う。消費
生活相談で対応しかねるもの
は、法律専門家や関係機関等
を案内する。

随時入力

随時入力
≪課長決裁≫
消費生活相談記
録票

消費者来所、電話受付等

相談

証拠品内容確認
新証拠等ある場
合は、要再来所

PIO-NET
助言

持参された証拠品の控えを取
り、内容を確認する。（相談受
付毎にPIO-NET（全国消費生活情
報ネットワークシステム）に入
力する。）

助言、契約解除・申請手続等指導

相談者の自主交渉では十分な
解決に至らないと考えられる
場合はあっせん交渉を行う。

㊶

≪部長決裁≫
消費相談業務月
報



伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 市民課 担当係名 市民生活係 シート番号 4 業務・事務名 消費者月間啓発活動

業務・事務の目的 消費者被害に関する情報提供及び消費者意識の向上を図る。

内包するリスク ㊳、㊴、㊵

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№

啓発活動実施

【伊東市女性連盟】

関連部門 当該部門

啓発活動の実施と消費生活関
連団体への協働依頼につい
て、起案する。

≪課長決済≫
依頼通知

補足 消費者に係る啓発強化月間（５月及び１２月）に実施する。

変
更
点

実施会場となる商業施設等
に、使用について仮予約をす
る。

実施会場所有者、伊東市女性
連盟に依頼通知を送付する。

啓発物準備 ㊵

会場仮押さえ

起案（実施・依頼）

報道依頼

【秘書広報課】
（広報担当課）

協力依頼、通知書送付

依頼

【実施会場所有者】

依頼 啓発物・たすき・のぼり旗
セット・カメラを持参する。



伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 市民課 担当係名 市民生活係 シート番号 5 業務・事務名 人権擁護委員の推薦

業務・事務の目的 人権擁護委員の推薦

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

依頼
【静岡地方法務局

沼津支局】
候補者選考

依頼

【候補者】

起案
承諾・提出

依頼

【秘書広報課】
（人事案件担当課）

決裁

起案

提出

【静岡地方法務局
沼津支局】

決裁

収受

委員の決定

補足 任期は３年。本市の擁護委員７人の始期・終期は各々となっている。

変
更
点

議会議決後、法務局への推薦
について起案する。

法務局から委嘱状発令通知を
収受する。

通知文書

決裁後、推薦書等を提出す
る。

候補になり得る方と面接の
上、候補となることに承諾を
いただき、履歴書を提出して
いただく。

人権擁護委員法 依頼文書

推薦は議会での議決を要する
ことから、推薦手続の秘書広
報課への依頼を起案する。

≪部長決裁≫
推薦手続依頼
※新任の場合、
事前に市長決裁

新任期開始月の２議会前の定
例会で同意を得る。

履歴書

≪部長決裁≫
推薦文書

書留郵便
㊵
㊾

こ



伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2024/2/29 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 市民課 担当係名 市民生活係 シート番号 6 業務・事務名 男女共同参画あすを奏でるハーモニープランの推進

業務・事務の目的 誰もが多様性を認め合い、自らの望む活躍を実現することができるまちづくり

内包するリスク ①、㊳、㊴

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

推進会議の開催

指示等

報告
【推進懇話

会】
推進懇話会の開催

意見・要望

講演会の開催

依頼

各課等における推進員の選出

報告

依頼
各課等からの実績報告書及び

実施計画書の提出
報告

報告
【推進会議
幹事会】

推進会議幹事会の開催

指導等

補足 推進懇話会委員の任期は２年間で、１０人以内で組織する。

変
更
点

各課等における職員へのプラ
ンの周知や取組状況の把握等
を行う推進員を、各課等の管
理者に選出してもらう。

伊東市男女共同
参画プラン推進
会議設置要綱

≪課長決裁≫
選出依頼

幹事会において実績や計画に
ついて協議し、推進会議に報
告するとともに、推進会議で
の決定事項の指導を各課等に
行う。

≪部長決裁≫
実績報告書案
実施計画書案

実績や計画について、意見・
要望等の提言をいただき、施
策の展開への反映を図る。

伊東市男女共同
参画推進懇話会
設置要綱

≪課長決裁≫

報告

【推進会議】

【各課等】

各課等から前年度の実績報告
書や本年度の実施計画書を提
出してもらう。

≪課長決裁≫
実績報告書案
実施計画書案

幹事会から報告された事項を
基にプランの総合的な推進等
に関し協議し、決定する。

≪部長決裁≫
実績報告書
実施計画書

活動団体の代表や大学教授等
の専門家を講師として、先進
的な取組等を紹介する。

≪課長決裁≫


